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第1回「傷病者の搬送及び受入れの実施基準等に関する検討会」での主な意見（１）

○ 搬送・受入基準について

・ 地方では、都市部とは異なり医療機関の選択肢が限られている。ガイドラインは柔軟性のあるもの
でなければ機能しないのではないか。

・ 搬送・受入基準が機能するかは、医療機関側が対応できる体制を取れるかどうかによる。

・ 高頻度で発生する種々の疾患を扱う２次救急医療機関が弱くなってきたのが一つの問題。このこ
とを念頭に受入れのあり方を考えるべきではないか。

・ 医療的なこととは別の理由で、受入れが難しい患者が発生していることを、整理して対策を考えて
いく必要がある。

・ 医療提供体制における慢性期の部分も含めた議論が必要となってくるのではないか。

・ 小児科・産婦人科などでは、医療機関リストが公表されることで、ウォークイン患者が増加すること
が推測され、救急搬送に支障を来す恐れがあるのではないか。

・ 精神障害を合併している場合について、どのような救急搬送体制を構築するのかが重要。特に認
知症患者の増加は、社会的に大きな課題。

・ 搬送困難な場合に、コーディネーターの役割は大きいのではないか。また、コーディネーターに情
報が集約されて、その情報がいろいろな形で活用されるということが重要ではないか。
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第1回「傷病者の搬送及び受入れの実施基準等に関する検討会」での主な意見（２）

○ 協議会について

・ メディカルコントロール協議会や救急対策協議会がすでに機能していることから、それぞれの協議
会の議論を活かし、消防法改正に伴う「協議会」を運営すべきではないか。

○ 調査・分析について

・ 救急搬送については、搬送がうまくいかなかったケースだけがクローズアップされる傾向にあるが、
成功した事案の分析を行い分析結果を共有することも、さらなる改善につながるのではないか。

・ 搬送体制を検証評価し、そして改善していくためには、消防側からのデータだけでは不十分であり、
医療側からの、患者が判断や医療機関の選定が適切であったか等の情報をマッチングさせて、状
況を調査していくことが必要ではないか。

○ 医療機関に対する支援について

・ 受入れ医療機関側に対する財政支援が重要。

・ 公立・公的医療機関だけでなく、一般の民間病院に対しても、各自治体を通して財政的に支援する
体制を構築するべきではないか。

○ その他

・ 地域によって、医療資源や各種協議会のレベルが非常に様々であり、地域の実情に応じた基準を
決めていかなければうまくいかないが、患者さんの状況をどう判断してどういった医療機関に搬送
するのかというルールについては、とにかくしっかり作る必要がある。作業部会に期待する。
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１ 消防法の改正により都道府県に義務づけられた、傷病者の
搬送及び受入れの実施基準のガイドラインに関する具体的な
検討

２ 傷病者の搬送及び受入れに係る調査・分析の方法等、都道
府県が設置する協議会の役割に関する検討

本作業部会の目的
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消防法改正（１）：協議会について

○ 構成メンバー

・ 消防機関の職員

・ 医療機関の管理者又はその指定する医師
（救命救急センター長など）

・ 診療に関する学識経験者の団体の推薦する者

・ 都道府県の職員

・ 学識経験者等（都道府県が必要と認める者）

○ 役割

・ 傷病者の搬送及び受入れの実施基準に関する
協議

・ 実施基準に基づく傷病者の搬送及び受入れの
実施に関する連絡調整（調査・分析など）

協議会

都道府県知事

関係行政機関

意見具申

協力要請

・ 実施基準
・ 搬送・受入れの実施
に関し必要な事項

・ 資料提供
・ 意見表明

都道府県に設置
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総務大臣
厚生労働大臣

情報提供
等の援助

搬送に当たり、
実施基準を遵守

消防機関

受入れに当たり、
実施基準の尊重に努める

医療機関

都道府県が策定・公表

① 傷病者の状況に応じた適切な医療の提供が行われる
医療機関のリスト

② 消防機関が傷病者の状況を確認し、①のリストの中から
搬送先医療機関を選定するためのルール

③ 消防機関が医療機関に対し傷病者の状況を伝達する
ためのルール

④ 搬送先医療機関が速やかに決定しない場合において
傷病者を受け入れる医療機関を確保するために、消防
機関と医療機関との間で合意を形成するためのルール
等

※都道府県の全区域又は医療提供体制の状況を考慮した区域ごとに定める。

消防法改正（２）：実施基準（ルール）について

・医学的知見
に基づく

・医療計画と
の調和

協議会

基準策定時
に意見聴取

実施基準（ルール）
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傷病者の状況に応じた搬送先となる医療機関のリスト（イメージ）

傷
病
者
の
観
察

重
篤

（バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン
等
に
よ
る
）

○ 疑われる疾患

○ 症状・主訴

脳疾患

心疾患

・・・

○ 診療科

外傷

意識障害

・・・

小児科

産婦人科

・・・

救命救急センター等

NO

YES

NO

YES

重症度・緊急度が高い
脳疾患に対応できる
救命救急センター、
二次救急医療機関等

初期救急医療機関

入
院
が
必
要
と

考
え
ら
れ
る
も
の

二次救急医療機関YES

NO

重
症
度
・緊
急
度

【高
】
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傷病者の状況 医療機関のリスト

重篤（バイタルサイン等による） Ａ救命救急センター、Ｂ救命救急センター

重
症
度
・緊
急
度
【高
】

疑
わ
れ
る
疾
患

脳疾患

急性期（発症後
○○時間）

Ｂ救命救急センター、Ｄ病院

その他 Ｃ病院、Ｄ病院

心疾患 Ａ救命救急センター、Ｅ病院

・・・ ・・・

症
状

・
主
訴

外傷
多発外傷 Ａ救命救急センター、Ｂ救命救急センター

その他 Ｃ病院

意識障害 Ａ救命救急センター、Ｂ救命救急センター、Ｄ病院

・・・ ・・・

診
療
科

小児科 Ｆ病院、Ｇ病院

産婦人科 Ｊセンター、Ｋ病院

・・・ ・・・

傷病者の状況に応じた搬送先となる医療機関のリスト（例）

※ 上記の基準は例示であり、どの程度まで分類するかは地域の実情に応じて決定されるものである。
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○ 医療機関リストの策定

・ 傷病者の状況に応じた適切な医療の提供が行われる医療機関のリスト

リストを策定するにあたっての傷病者の状況に関する項目は、以下の
考え方に基づき設定してはどうか

（１） 緊急性

（２） 特殊性（小児、妊産婦等）

（３） 地域性（地域で必要な項目（搬送に時間を要している傷病等））

→ ガイドラインとして提示する分類項目を作業部会として設定

○ 医療機関の選定ルールの策定

・ 医療機関リストの中から、医療機関を選定するためのルールの策定
（搬送時間、かかりつけの有無等 ）

医療機関リスト
の策定

選定ルールの
策定

実施基準の策定（医療機関リスト～選定ルール）
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参考：救急疾患における各種標準コース

PCEC(Prehospital Coma Evaluation & Care)の骨子（日本臨床救急医学会
教育研修委員会）より抜粋

日本臨床救急医学会
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参考：PCECとPSLSのアルゴリズム（１）

日本臨床救急医学会
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参考：PCECとPSLSのアルゴリズム（２）

日本臨床救急医学会 11



外傷 熱傷 中毒
意識
障害

胸痛
呼吸
困難

消化管
出血

腹痛 周産期 乳幼児

生理学
的評価

意 識： ＪＣＳ１００以上
呼 吸： １０回/分未満又は３０回/分以上、 呼吸音の左右差、 異常呼吸
脈 拍： １２０回/分以上又は５０回/分未満
血 圧： 収縮期血圧９０mmHg未満又は２００mmHg以上
ＳｐＯ２： ９０％未満、
その他：ショック症状 等
※上記のいずれかが認められる場合

意識、呼吸、
脈拍、血圧、
SpO2等につ

いて新生児、
乳児、幼児に
分けて基準
を設定

症状等 －

・気道熱傷

・他の外傷合
併の熱傷
・化学熱傷
・電撃傷

等

・毒物摂取
・農薬等
・有毒ガス
・覚醒剤、
麻薬

等

・進行性の
意識障害
・重積痙攣
・頭痛、嘔吐

等

・チアノーゼ
・20分以上

の胸部痛、
絞扼痛
・血圧左右差

等

・チアノーゼ
・起坐呼吸
・著明な喘鳴
・努力呼吸
・喀血

等

・肝硬変
・高度脱水
・腹壁緊張
・高度貧血
・頻回の嘔吐

等

・腹壁緊張
・高度脱水
・吐血、下血
・高度貧血

・妊娠の可能
性 等

・大量の性器
出血
・腹部激痛
・呼吸困難
・チアノーゼ
・痙攣 等

・出血傾向
・脱水症状
・重度の黄疸
・痙攣持続

・ぐったり・う
つろ 等

解剖学
的評価

・顔面骨折
・胸郭の動揺
・穿通性外傷
・四肢切断 等

－ － － － － － － － －

受傷
機転

・車外へ放出
・車の横転
・高所墜落

・機械器具によ
る巻き込み 等

－ － － － － － － － －

救急搬送における重症度・緊急度判断基準作成委員会報告書
（平成１６年３月（財）救急振興財団 委員長：島崎修次杏林大学教授）

※ 救急隊員が活用しやすいよう、心疾患や脳血管障害等の疾患別ではなく、症状を中心に１０種類の重症度・
緊急度判断基準を作成。

報告書を基に消防庁で作成した概要

参考：救急搬送における重症度・緊急度判断基準作成委員会報告書（１）
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【傷病別のプロトコール】
・ 重症度・緊急度判断基準

（平成１６年３月（財）救急振興財団 委員長：島崎修次杏林大学教授）

意識 ：JCS100以上
呼吸 ：10回／分未満または30回／分以上

：呼吸音の左右差
：異常呼吸

脈拍 ：120回／分以上または50回／分未満
血圧 ：収縮期＜90mmHgまたは収縮期＞200mmHg
SpO2 ：90%未満

その他 ：ショック症状 ※いずれかが認められる場合

YES NO

重症以上と判断

・チアノーゼ
・心電図上の不整脈（多源性／多発性／連発／PVC、RonT、心室性頻拍等）
・20分以上の胸部痛、絞扼痛 ・背部の激痛
・心電図上のST-Tの変化 ・血圧の左右差

NO

重症以上と判断 中等症以下と判断

例： 胸痛 第１段階

第２段階

生理学的評価

症状等

・重症以上と判断した場合の医療機関選定は、救命救急センター等の三次救急医療機関、あるいはこれに準ずる二次救急医療
機関及び地域の基幹病院とすること。

YES

参考：救急搬送における重症度・緊急度判断基準作成委員会報告書（２）
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東京都ホームページより

参考：傷病者の状況に応じた搬送先となる医療機関のリスト（東京都の事例）
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東京都ホームページより

参考：傷病者の状況に応じた搬送先となる医療機関のリスト（東京都の事例）
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（１） 緊急性

緊急的な医療の提供等が、特に生命や予後に影響を及ぼすもの

＜例＞

○ 重篤
・ 心肺機能停止 ・ バイタルサインの急速な悪化

○ 致死的な疾患
・ 脳疾患 ・ 心疾患

○ 重症度・緊急度が高い症状・主訴
・ 意識障害 ・ 外傷（事故等現場の状況を含む）
・ 熱傷 ・ 中毒
・ 胸痛 ・ 呼吸困難
・ 消化管出血 ・ 腹痛

傷病者の状況に応じた搬送先となる医療機関のリストの策定（１）
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（２） 特殊性（小児、妊産婦等）

特殊性に鑑み特に整理すべき項目

＜例＞

○ 診療科別
・ 小児科 ・ 産婦人科

※ 傷病者が小児や妊産婦であっても、意識障害等、当該科での救
急対応が困難なものもあるのではないか（（１）の項目での重症度・
緊急度「高」のリストを優先させる等の設定が必要ではないか）

傷病者の状況に応じた搬送先となる医療機関のリストの策定（３）
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（３） 地域性（地域で必要な項目（搬送に時間を要している傷病等））

＜例＞

○ 時間を要している事例があった症状・主訴
・ 開放骨折 ・ 吐血・下血

○ 傷病者背景
・ 透析 ・ 精神疾患
・ 急性アルコール中毒 ・ 未受診の妊婦

※ 該当する救急搬送の件数等を調査分析し、適切に現状を把握す
るために設定する項目もあるのではないか。

傷病者の状況に応じた搬送先となる医療機関のリストの策定（４）
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○ 傷病者の状況確認・伝達ルールの策定

（１）確認ルールの策定

・ 医療機関を選定する上で必要な、傷病者の観察事項及び観察方法に関
するルールを策定

※ 特に、緊急性が高く、現場で詳細な観察をして時間を浪費するべきで
はない、迅速に搬送する必要がある傷病者について、観察する事項及
びその方法についてルールを策定してはどうか

（２）伝達ルールの策定

・ 医療機関に搬送について照会する際に伝達するルールを策定

※ 特に、緊急性が高い場合に、医療機関に照会する際、まず伝えるべき
事項についてルールを策定してはどうか

選定ルールの
策定

傷病者の状況確認・
伝達ルールの策定

実施基準の策定（選定ルール～傷病者の状況確認・伝達ルールの策定）
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参考：消防機関が傷病者の状況を確認し伝達するためのルール（東京都の事例）

東京消防庁観察カード 20



参考：消防機関が傷病者の状況を確認し伝達するためのルール
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搬送先医療機関が速やかに決定しない場合に医療機関を確保するためのルールのイメージ

搬送先医療機関が速やかに決定しない場合

受入れ困難

受入れ困難

受入れ困難

コーディネーターによる調整

コーディネーター
コーディネーターが受入医

療機関の調整を行い、その

調整結果に基づき、傷病者

の搬送及び受入れを実施

選定の依頼

回答

（例）

基幹病院による受入れ

地域の基幹病院が応急的

な処置を行い、その後の治

療は、必要に応じて転院先

医療機関で実施

応急的な処置
その後の治療

調整

搬送

搬送
転院
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その他、消防法に基づき定めることができる搬送及び受入れに関する基準

○ その他傷病者の受入れを行う医療機関の確保に資する事項

（例）
① 医療機関の受入可否情報を消防機関と医療機関との間で共有
するための基準（救急医療情報システムにおける表示項目や情報
更新頻度等に関する運用基準）

② １１９番通報時点で、特に重症度・緊急度が高いことが疑われた
場合に、指令センターで搬送先医療機関を確保しようとする際の
基準
③ 災害時における搬送及び受入れの基準 等

○ 傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し都道府県が必要と認め
る事項

（例）
① 搬送手段の選択に関する基準（ヘリコプターを使う場合等）

② 医師に現場への同乗を要請するための基準 等
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参考：現場滞在時間と照会回数の関係（重症以上傷病者：都道府県別）

現場滞在時間
３０分以上

照会回数
４回以上
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0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%

現場滞在時間
３０分以上

照会回数
４回以上
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参考：現場滞在時間と照会回数の関係（産科・周産期傷病者：都道府県別）
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参考：現場滞在時間と照会回数の関係（小児傷病者：都道府県別）



今後のスケジュール

国 都道府県

改正消防法公布 （法律第３４号）

・ 傷病者の搬送及び受入れの
実施基準等に関する検討会

・ 都道府県関係者向説明会

・ 消防法の一部を改
正する法律の施行
日を定める政令

実施基準等のガイドライン（仮称）発出

改正消防法 施行

・ 協議会設立

協議会設立準備

・ 実施基準策定

５月１日

６月２９日

１０月末
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